
インターネット通販サイト「しまねのふるさと直送便」商品
登録から発送までの流れ

お客様に商品が到着

（問い合わせ先）
一般社団法人島根県物産協会 担当：弓場・陶山

TEL：0852−22−5758 FAX：0852−25−6785
サイトURL：https://www.shimane-bussan.or.jp/

受発注から発送

商品登録

FAX・メールで商品登録する場合

出品申請・商品登録
・サイト上のフォームに必要事項
（別紙）を入力してください

・申請いただいた内容がサイトに登
録されます

・申請内容について物産協会より確
認させていただく場合があります

出品申請
・FAXまたはメールに必要事項（別
紙）を記入し、物産協会の担当者
に送信してください

・商品の画像をメールまたは郵送で
送ってください

商品登録
・物産協会の担当者が登録作業をし
ます

・申請内容について物産協会より確
認させていただく場合があります

サイトから商品登録する場合

受発注
・お客様から物産協会に注文が入ります
（※出品者がインターネット上で確認することはありません）
・物産協会からFAXまたはメールにて出品者に商品の発注書をお送りします

納品･発送
・発注のあった商品を物産協会に納
品してください
・物産協会からお客様に商品を発送
します

納品・発送
・発注のあった商品をお客様あてに
直接配送してください。

出品者から直接配送する商品 物産協会に配送等を委託する商品


